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第１章 都市計画マスタープランについて 

 
 
 
 
 

１．策定の背景と⽬的 

⾼千穂町（以下、「本町」という。）は、これまで「⾼千穂町総合⻑期計画」や宮崎県が定める
「都市計画区域の整備、開発および保全の⽅針」（以下「都市計画区域マスタープラン」という。）
に即しながら、まち全体にわたる適正かつ合理的な⼟地利⽤、適切な規模と配置を考慮した都
市施設の整備などを中⼼にまちづくりを進めてきました。 

本町では、⼈⼝減少・少⼦⾼齢化の進⾏、公共施設等の⽼朽化、⾃然・歴史資源を活かした
まちづくりへの対応、多発化・激甚化傾向にある⾃然災害への対応など、まちづくりに関する
多くの課題を抱えており、地域の魅⼒を向上させ、安全・安⼼でコンパクトなまちづくりを⽬
指すことが求められています。 

「⾼千穂町都市計画マスタープラン」（以下「本計画」という。）は、こうした背景を踏まえ、
都市計画法に基づき、本町における将来の都市計画に関する基本的な⽅針を明らかにすること
を⽬的としています。 

 
 
２．都市計画マスタープランとは 

「都市計画」とは、都市計画法の中で、住み良いまちをつくるための規制や誘導を図るもの
です。そして、都市計画マスタープランとは、法 18 条２における「市町村の都市計画に関する
基本的な⽅針」のことであり、都市計画に関する総合的な指針としての役割を果たすものです。 

本計画は、町の特性を理解した上で、まちの将来像を明確にし、その実現に向けての⼤きな
道筋を明らかにします。 

 ⼈⼝が減少に転じ、⾼齢化が急速に進む本町において、都市計画に関する総合的な指針とし
て、これからのまちづくりや⼟地利⽤のあり⽅などを⽰します。 

 本計画に基づき、地域の住⺠組織が主体となるだけでなく、より多くの町⺠が参画し、町⺠
と⾏政の協働によるまちづくりを進めていきます。 

 町内各地域が持つ伝統的な⽣活⽂化などの個性を⼤切にしながら、本町が抱える課題を改
善し、⼼豊かに幸せな暮らしを続けていけるまちづくりを⽬指します。 
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第１章 都市計画マスタープランについて 

３．計画の位置付け 

本町のまちづくりに関する上位計画としては、「第 6 次⾼千穂町総合⻑期計画」や「第２期⾼
千穂町まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」、宮崎県が策定する「都市計画区域マスタープラン」
があります。 

本計画は、これらの計画に即すとともに、本町や宮崎県の関連計画等との整合を図りながら、
将来のまちづくりの⽅針を明らかにするものです。 

 
 ■ 計画の位置付け 

 

 

４．計画の対象区域 

本計画の対象区域は、市町村が定める都市計画の基本⽅針であることから、都市計画区域を
中⼼としますが、都市計画区域が中⼼部のごく⼀部であり、周辺の農⼭村部も含めた町全域の
まちづくりにも配慮が必要なことから、⾼千穂町全域を対象とします。 
 

５．計画期間 

本計画は、計画策定から概ね 20 年後の都市の姿を展望することとし、⽬標年次を上位計画
である総合⻑期計画の更新時期と合わせ、令和４（2022）年度から令和 22（2040）年度まで
を計画期間とします。 

ただし、概ね 5 年ごとに計画の評価を⾏いつつ、必要に応じて計画の⾒直しを⾏います。 
 

⾼千穂町
都市計画マスタープラン

⾼千穂町総合⻑期計画／まち・ひと・しごと創⽣総合戦略

⾼千穂町⽴地適正化計画
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（関連計画）
・まちづくり基本計画書

（都市再⽣整備計画 他）
・公共施設等総合管理計画
・国⼟強靭化地域計画
・景観計画
・空家等対策計画
・介護保険事業計画・⾼齢者

保健福祉計画 等

即す 連携


